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労務

業
務
量
の
一
時
的
な
増

加
に
よ
り
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
従
業
員
に
勤
務
時

間
を
増
や
す
よ
う
要
請
し
ま
し
た
。

当
該
従
業
員
よ
り
、
年
収
が
一
定
の

金
額
を
超
え
る
と
社
会
保
険
へ
加
入

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
配
偶
者
の

扶
養
家
族
の
ま
ま
で
い
ら
れ
る
よ
う

勤
務
時
間
を
調
整
し
た
い
と
の
希
望

が
出
て
い
ま
す
。

　

令
和
5
年
10
月
か
ら
扶
養
家
族
と

し
て
の
年
収
基
準
に
つ
い
て
対
策
が

さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
そ

の
内
容
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

「
年
収
の
壁
・
支
援
強
化
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」

に
つ
い
て

飯
田
橋
労
務
管
理
事
務
所

（
商
工
研
相
談
業
務
委
嘱
先
）

特
定
社
会
保
険
労
務
士

鈴
木
義
一

調
整
を
行
い
、
配
偶
者
の
被
扶
養
者

で
い
る
こ
と
を
希
望
す
る
人
は
多
く

い
ま
す
。

　

就
業
調
整
を
行
う
な
ど
の
い
わ
ゆ

る
“
年
収
の
壁
”
へ
の
当
面
の
対
応

と
し
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
が
手

取
り
収
入
を
意
識
せ
ず
働
く
こ
と
が

で
き
る
環
境
づ
く
り
を
支
援
す
る
た

勤
務
時
間
等
を
調
整

し
て
、
一
定
の
収
入
を

超
え
な
い
よ
う
に
就
業

め
の
施
策
「
年
収
の
壁
・
支
援
強
化

パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
が
、
最
大
2
年
間
の

措
置
と
し
て
示
さ
れ
ま
し
た
。

１
．
1
3
0
万
円
の
壁
へ
の
対
応

　

健
康
保
険
の
扶
養
家
族
（
被
扶
養

者
）
の
認
定
基
準
で
あ
る
収
入
条
件

「
年
収
が
1
3
0
万
円
未
満
（
60
歳

以
上
や
障
害
者
で
あ
る
場
合
は
年
収

1
8
0
万
円
未
満
）」
を
超
え
て
も
、

人
手
不
足
に
よ
る
労
働
時
間
延
長
等

に
伴
う
一
時
的
な
収
入
変
動

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る

旨
の
「
事
業
主
の
証
明
」
を
提
出
す

る
こ
と
で
、
引
き
続
き
被
扶
養
者
認

定
を
図
る
も
の
と
さ
れ
ま
す
。

　

事
業
主
が
提
出
す
る
「
被
扶
養
者

の
収
入
確
認
に
当
た
っ
て
の
『
一
時

的
な
収
入
変
動
』
に
係
る
事
業
主
の

証
明
書
」
は
、
厚
生
労
働
省
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（https://www.m

hlw.go.
jp/content/001159348.pdf

）
で
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

令
和
5
年
10
月
20
日
以
降
の
被
扶

養
者
認
定
お
よ
び
被
扶
養
者
の
収
入

確
認
に
お
い
て
適
用
さ
れ
、
そ
れ
よ

り
前
の
被
扶
養
者
認
定
等
に
遡
及
適

用
さ
れ
な
い
と
し
て
い
ま
す
。

　

一
時
的
な
収
入
変
動
と
し
て
は
、

次
の
事
例
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
他
の
従
業
員
が
退
職
や
休
職
し
た

こ
と
に
よ
り
業
務
量
が
増
加
し
た

・
業
務
の
受
注
が
好
調
だ
っ
た
こ
と

や
突
発
的
な
大
口
案
件
に
よ
り
事

業
所
全
体
の
業
務
量
が
増
加
し
た

　

一
方
、
基
本
給
が
上
が
っ
た
場
合

や
、
恒
常
的
な
手
当
が
新
設
さ
れ
た

場
合
な
ど
、
収
入
が
増
え
る
こ
と
が

引
き
続
き
確
実
で
あ
る
場
合
は
、
一

時
的
な
収
入
増
加
と
は
認
め
ら
れ
な

い
と
し
て
い
ま
す
。

　

あ
く
ま
で
も
「
一
時
的
な
事
情
」

と
し
て
認
定
を
行
う
こ
と
か
ら
、
同

一
の
者
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
連
続

2
回
（
2
年
間
）
ま
で
の
措
置
と
な

り
ま
す
。

２
．
1
0
6
万
円
の
壁
へ
の
対
応

　

社
会
保
険
へ
の
加
入
条
件
は
、
被

保
険
者
が
常
時
1
0
1
人
以
上
（
令

和
6
年
10
月
か
ら
は
51
人
以
上
）
の

事
業
所
で
働
く
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等

で
、
雇
用
期
間
が
2
カ
月
を
超
え
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
、
賃
金
月

額
8
・
8
万
円
（
年
収
換
算
で
1

0

6
万
円
）
以
上
、
1
週
間
の
所
定

労
働
時
間
が
20
時
間
以
上
と
な
り
ま

す
。
保
険
料
の
発
生
に
よ
っ
て
手
取

り
収
入
の
減
少
が
生
じ
ま
す
が
、
こ

れ
を
意
識
せ
ず
働
く
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
事
業
主
に
対
し
て
労
働
者
の

手
取
り
収
入
を
増
加
さ
せ
る
取
り
組

み
を
行
っ
た
場
合
、
労
働
者
1
人
当

た
り
最
大
50
万
円
の
支
援
を
行
う
と

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、

「
賃
上
げ
」
や
「
所
定
労
働
時
間
の

延
長
」
の
ほ
か
被
用
者
保
険
（
社
会

保
険
）
適
用
に
伴
う
保
険
料
負
担
軽

減
の
た
め
の
手
当
（「
４
．
社
会
保

険
適
用
促
進
手
当
」
参
照
）
を
支
給

す
る
場
合
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

３
．
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
「
社
会

保
険
適
用
時
処
遇
改
善
コ
ー
ス
」

　

令
和
5
年
10
月
よ
り
、
キ
ャ
リ
ア
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●ウェブサイト（ https://www.shokoken.co.jp/management/guidance/ ）に「経営相談Q&A」のバックナンバーを掲載しております。

表❶　手当等支給メニュー

（注）申請時期は、要件の取り組みを6カ月間継続した後2カ月以内
（※）2年目に前倒して③の取り組み（賃金の増額の場合のみ）を実施する
場合、2年目の1回目の支給申請でまとめて助成（30万円）

要件 1人当たり助成額

1年目

①賃金（標準報酬月額・標準賞与
額）の15%以上を労働者に追加支
給すること（社会保険適用促進手
当など）

6カ月ごとに
10万円×2回

2年目

②賃金（標準報酬月額・標準賞与
額）の15%以上を労働者に追加支
給する（社会保険適用促進手当な
ど）とともに、3年目以降、以下③
の取り組みが行われること

6カ月ごとに
10万円×2回

3年目
③賃金（基本給）の18%以上を増
額させていること（労働時間の延長
との組み合わせも可能）

6カ月で
10万円

表❷　労働時間延長メニュー

（注）申請時期は、要件の取り組みを6カ月間継続した後2カ月以内
（※）賃金は基本給によることが要件。社会保険適用促進手当の活用は認められ
ない

週所定労働時間の延長 賃金の増額 1人当たり助成額

① 4時間以上 ー

30万円
② 3時間以上

4時間未満 5%以上

③ 2時間以上
3時間未満 10%以上

④ 1時間以上
2時間未満 15%以上

表❸　併用メニュー

（注）申請時期は、要件の取り組みを6カ月間継続した後2カ月以内

要件 1人当たり助成額

1年目
賃金（標準報酬月額・標準賞与額）
の15％以上分を追加支給すること（社
会保険適用促進手当など）

6カ月ごとに
10万円×2回

2年目 上記の取り組みを行った上で、表❷
①～④いずれかの取り組みを行うこと 6カ月で30万円

※表①②③の助成額はいずれも中小企業の場合

表❹　社会保険適用促進手当の要件等
①対象者は標準報酬月額が10.4万円以下の者
②報酬から除外できる手当の上限額は被用保険適用に伴い
　新たに発生した本人負担分の保険料相当額とする
令和5年度の例示（協会けんぽの全国平均）

標準報酬月額 8.8万円 9.8万円 10.4万円

上限額（年額） 15.9万円 17.7万円 18.8万円

※期間の上限…最大2年間の措置

ア
ッ
プ
助
成
金
に
「
社
会
保
険
適
用

時
処
遇
改
善
コ
ー
ス
」
が
新
設
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ

ー
等
が
、
新
た
に
被
用
者
保
険
の
適

用
と
さ
れ
る
こ
と
で
生
じ
る
保
険
料

負
担
が
、
労
働
者
の
手
取
り
収
入
の

減
少
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
、
手
当

等
に
よ
り
労
働
者
の
収
入
を
増
加
さ

せ
る
取
り
組
み
を
行
っ
た
事
業
主
に

対
し
て
助
成
す
る
メ
ニ
ュ
ー
で
す

（
表
❶
❷
）。
さ
ら
に
、
両
メ
ニ
ュ
ー

の
併
用
も
助
成
対
象
と
し
て
い
ま
す

（
表
❸
）。

⑴
手
当
等
に
よ
り
労
働
者
の
収
入
を

増
加
さ
せ
る
場
合
（
表
❶
）

　

事
業
主
が
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
を

社
会
保
険
に
加
入
さ
せ
、
適
用
１
年

目
お
よ
び
2
年
目
は
賃
金
の
15
％
以

上
分
を
社
会
保
険
適
用
促
進
手
当

（「
４
．
社
会
保
険
適
用
促
進
手
当
」

参
照
）
等
を
活
用
し
て
一
時
的
な
手

当
を
支
給
し
、
さ
ら
に
適
用
か
ら
3

年
目
ま
で
に
基
本
給
等
の
増
額
ま
た

は
労
働
時
間
の
延
長
に
よ
っ
て
恒
常

的
に
賃
金
を
18
％
以
上
増
額
さ
せ
た

場
合
、
助
成
金
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

⑵
労
働
時
間
を
延
長
す
る
場
合
（
表

❷
）

　

社
会
保
険
の
適
用
に
あ
た
っ
て
、

週
所
定
労
働
時
間
を
4
時
間
以
上
延

長
さ
せ
る
か
、
一
定
割
合
以
上
の
賃

金
を
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
所
定
労
働

時
間
を
１
時
間
以
上
4
時
間
未
満
で

延
長
さ
せ
る
こ
と
が
要
件
で
す
。

　

⑶
の
併
用
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
2
年

目
に
労
働
時
間
延
長
メ
ニ
ュ
ー
を
選

択
す
る
場
合
、
１
年
目
に
支
払
っ
た

社
会
保
険
適
用
促
進
手
当
を
、
標
準

報
酬
月
額
に
算
定
さ
れ
る
恒
常
的
な

手
当
と
す
る
こ
と
で
賃
金
の
増
額
分

に
含
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑶
併
用
メ
ニ
ュ
ー
（
表
❸
）

　

1
年
目
に
⑴
の
取
り
組
み
に
よ
る

助
成
（
20
万
円
）
を
受
け
た
後
、
2

年
目
に
⑵
の
取
り
組
み
に
よ
る
助
成

（
30
万
円
）
を
受
け
る
こ
と
が
可
能

で
す
。

４
．
社
会
保
険
適
用
促
進
手
当

　

社
会
保
険
適
用
促
進
手
当
（
表

❹
）
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
等
が
社

会
保
険
適
用
に
伴
い
手
取
り
収
入
を

減
ら
さ
な
い
よ
う
給
与
・
賞
与
と
は

別
に
支
給
す
る
も
の
と
し
、
社
会
保

険
料
算
定
の
基
礎
と
な
る
標
準
報
酬

月
額
・
標
準
賞
与
額
の
算
定
に
考
慮

し
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
所
得
税
や
住
民
税
、
労

働
保
険
料
は
、
通
常
の
賃
金
と
同
じ

取
り
扱
い
と
さ
れ
ま
す
。


